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令和８年２月２７日                  奈良県田原本町 

 田原本町では、日常生活の移動に制約のある方を対象に、平成３０年からタク

シー初乗り料金を助成するタクシー利用券を交付しているところです。この度、

関連する制度（福祉タクシー・運転免許自主返納支援）とともに、交付対象・交

付枚数・補助金額を最適化し、真に移動支援が必要な人がより使いやすく、加え

て持続可能な仕組みへ令和８年度からアップデートします。 

 

アップデートの概要 ※詳細については、別紙のとおり 

■タワラモトンタクシー利用料金助成事業 

 交付対象：「７０歳以上」は、２年に１歳ずつ段階的に「７５歳以上」まで引

き上げ。 

「身体障害者手帳（１・２級）又は療育手帳（Ａ１・Ａ２）を有す

る方」に対する支援は、福祉タクシー制度に統合。 

 交付枚数：２４枚又は１２枚であったものを３６枚に変更。 

 補助金額：７５０円（初乗り料金）であったものを５００円に変更。 

 

■福祉タクシー事業（田原本町重度心身障害者・児福祉タクシー事業） 

 交付枚数：２４枚であったものを３６枚に変更。 

 

■田原本町高齢者運転免許自主返納支援事業 

 補助内容：タクシー初乗り運賃助成券１２枚を、デマンド交通 tawamoの乗車

券３６枚に変更。 

 

【この件に関するお問い合わせ先】 

  ・タワラモトンタクシー利用料金助成事業 

    町長公室企画財政課       TEL 0744-34-2083 

  ・福祉タクシー事業（田原本町重度心身障害者・児福祉タクシー事業） 

    住民福祉部健康福祉課      TEL 0744-34-2090 

  ・田原本町高齢者運転免許自主返納支援事業 

    住民福祉部長寿介護課      TEL 0744-34-2103 
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タワラモトンタクシー制度及び関連する制度のアップデートについて

交付対象 交付枚数 補助金額

７０歳以上の方 ２４枚

７５０円
（初乗り
料金）

出産予定があり
母子健康手帳の交付を受けた方

２４枚

就学前の児童 ２４枚

自主的な移動が困難であることを
証する書面を有する方

１２枚

身体障害者手帳（１・２級）又は
療育手帳（A1・A2）を有する方

１２枚

交付対象 交付枚数 補助金額

７１歳以上の方（※）

３６枚 ５００円

出産予定があり
母子健康手帳の交付を受けた方

就学前の児童

自主的な移動が困難であることを
証する書面を有する方

交付対象 補助内容

６５歳以上の町民 かつ 平成２８年４月１
日以降に運転免許証を自主返納し、運転経歴

証明書等の交付を受けている方

１人１回限り、タクシー
初乗り運賃助成券

１２枚

交付対象 交付枚数 補助金額

身体障害者手帳（１・２級）又は
療育手帳（A1・A2）又は

精神障害者保健福祉手帳（１級）
を有する方

２４枚
７５０円
（初乗り
料金）

アップデート前（令和7年度） アップデート後（令和８年度）

交付対象 交付枚数 補助金額

身体障害者手帳（１・２級）又は
療育手帳（A1・A2）又は

精神障害者保健福祉手帳（１級）
を有する方

３６枚
７５０円
（初乗り
料金）

交付対象 補助内容

６５歳以上の町民 かつ 平成２８年４月１
日以降に運転免許証を自主返納し、運転経歴

証明書等の交付を受けている方（※）

１人１回限り、デマンド
交通tawamo乗車券

３６枚

(※)２年に１歳ずつ段階的に７５歳まで引き上げます。
令和１０年度７２歳以上、令和１２年度７３歳以上、
令和１４年度７４歳以上、令和１６年度７５歳以上

(※)デマンド交通乗車券は、過去にタクシー初乗り運賃助成券（１２
枚）の交付を受けた場合、対象外となります。

●田原本町高齢者運転免許自主返納支援事業

●タワラモトンタクシー利用料金助成事業

●福祉タクシー事業(重度心身障害者・児福祉タクシー事業)
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